
資料-7

全国健康関係主管課長会議資料

平成 23年 2月 4日 (金 )

於 :中央合同庁舎第 5号館 低層棟講堂

局
課
室

康
　
進

健
策

推

労
病

対

生
　
炎

厚
疾

肝



目 次  ―

肝炎対策について

1.国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業等について.… ……………・1

2.イ ンターフェロン治療等を始めとする早期かつ適切な治療の一層

の推進について 。…………………………………………………………。2

3.肝疾患診療連携拠点病院について .… …………………………………・3

4.肝炎等肝疾患に係る普及啓発の一層の推進について.… ……………・3



○ 肝炎対策について

我が国における肝炎の患者・感染者数は、 B型で約 110～ 約 140万 人、 C型で約

190～ 約 230万 人存在すると推定されてお り、肝硬変や肝がん といったより重篤な

疾病への進展を防止するため、肝炎感染者の早期発見及び肝炎患者の早期・適切な治療
の推進が、国民の健康保持の観点から喫緊の課題となつている。

そこで、厚生労働省では、平成 20年度から、インターフェロン医療費助成事業や委

託医療機関における肝炎ウイルス検査の無料化実施を含む、新たな肝炎総合対策を推進
しているところである。また、平成 22年度からは、B型肝炎に対する核酸アナログ製
剤治療を助成対象に加えるなど、医療費助成の拡充を行い、肝炎治療の一層の促進を図
つているところである。
一方で、肝炎対策をよリー層推進するため、平成 22年 1月 に「肝炎対策基本法」 (平

成 21年法律第 97号)が施行され、同法の趣旨・理念を踏まえた施策等を進めていく
こととしている。このため、各都道府県におかれても、本法の趣旨等を踏まえた肝炎対

策への取組について、管内市町村、関係団体・機関等に周知を図るとともに、その運用
に遺漏なきようお願いする。

また、同法に規定された「肝炎対策基本指針」の策定に向け、肝炎対策推進協議会に

おける議論等を踏まえながら、具体的な施策の検討などに取り組んでいるところである。

今後とも、肝炎対策に係る種々の依頼などをさせていただくこととなるので、御協力を

お願いする。

なお、平成 23年度においては、同法の趣旨等を踏まえ、よリー層肝炎対策を強化し、
早期発見・早期治療の更なる促進を図るため、平成 22年度予算額から約 2億円増とな

る約 238億円を計上したところである」

具体的には、

・肝炎治療促進のための環境整備、

・肝炎 ウイルス検査の促進、

・健康管理の推進 と安全・安心の肝炎治療の推進、肝硬変 0肝がん患者への対応、
・国民に対す る正 しい知識の普及 と理解、

・研究の推進、

を柱 として、肝炎総合対策に引き続き取 り組んでい くこととしているが、特に次の事項

については、その適正かつ円滑な実施に格段の御配慮をお願いする。

1.国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業等について

平成 23年度予算 (案)においては、肝炎対策基本法の趣旨等を踏まえた新たな

取組 として、元気な日本復活特別枠で要望 していた 「国民の安心を守る肝炎対策強

化推進事業」が、総額約 35億円で認 められたところである。

早期発見・早期治療の促進のためには、肝炎 ウイルス感染の有無を認識すること

が とりわけ重要であることから、平成 23年度か ら、肝炎 ウイルス検査の未受検者

に対する個別の受検勧奨を始め、治療に踏み切れない者等に対 して助言を行 うこと

で適切な治療へ とつなげるための人材養成や、受療の促進の一助 となる肝炎に関す
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る各種情報を掲載した手帳の配布等を実施する予定である。

具体的には、下記のとおりであるが、受検勧奨及び適切な受療勧奨の一層の促進
のため、住民や医療機関等に対する周知に遺漏なきよう取り組んでいただきたい。

(1)特定年齢の者を対象とした個別勧奨メニュー等の追加

① 40歳以上の 5歳刻みの者を対象とした個別勧奨

市町村が実施主体となつて行 う健康増進事業の肝炎ウイルス検診において、

受検に関する通知を対象者に直接送付する。

② 検査費用に係る自己負担分の負担軽減

個別勧奨対象者の肝炎ウイルス検査の自己負担分を軽減 (無料とすること

も可能)することにより、受検促進を図る。

③ 出張型検査の実施

検査会場を保健所や委託医療機関内だけでなく、県内各所の要請に応じた

検査会場とすることも可能とする。

(2)適切な肝炎治療へつなげるための人材養成等メニューの追加

① 市町村の保健師、医療機関の看護師、企業等の健康管理担当者等に対し

て肝炎に関する情報 (支援制度、医療提供体制等)を習得させ、治療に結
びついていない要治療者に助言を行 う。

② 肝炎患者や肝炎ウイルス検査で陽性と判断された者等に対して、肝炎の

基礎情報から公的支援制度の概要、治療経過の記録等ができる手帳を配布

する。

なお、都道府県、保健所設置市等が主体となって行 う緊急月干炎ウイルス検査事業
については、平成 23年度においても継続して実施することとしている。ついては、

従前の肝炎ウイルス検査事業とともに、一人でも多くの感染者の早期発見に資する
よう、積極的な広報、運用をお願いしたい。

2.イ ンターフェロン治療等を始めとする早期かつ適切な治療の一層の推進について

平成 21年度インターフェロン医療費助成に係る治療受給者証の新規交付件数は、

約 2.7万人であつた。平成 23年度においては、肝炎患者が早期に適切な治療を

受けられるよう、更なる取組が必要である。

そこで、各都道府県におかれては、

(1)感染者であることを知らない者への対策として、肝炎ウイルス検査の受検

勧奨の強化、検診専門タリニックを含めた委託医療機関の増加、

(2)検査により肝炎であることの自覚があるが、通院していない者への対策と
して、産業医や地域のかかりつけ医を通じた受療勧奨等による肝炎治療の必

要性等、正しい知識の普及推進、

(3)肝炎のため通院しているが、治療に適した医療機関にアクセスできていな
い者への対策として、相談センター・地域医療機関等に関するホームページ

等での情報提供、肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会等を通じた地域の肝

疾患診療ネットワーク構築を始めとする、肝疾患診療連携拠点病院における
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活動の支援、

(4)肝炎のため通院 し、インターフェロン治療 を勧められている者への対策 と
して、医療費助成制度の更なる周知徹底、肝疾患相談センターに係 る広報強
化、相談員 に対する研修の充実、事業主等に対する肝炎治療への配慮の要請
等、積極的な取組をお願いしたい。

3.肝疾患診療連携拠点病院について

都道府県においては、中核医療施設となる肝疾患診療連携拠点病院を原則 1か所
選定していただき、

(1)肝疾患に係る一般的な医療情報の提供、
(2)都道府県内における肝疾患の専門医療機関等に関する情報の収集や紹介、
(3)医療従事者や地域住民を対象とした研修会、
(4)肝疾患に関する専門医療機関等との協議の場 (肝疾患診療連携拠点病院等

連絡協議会)の設定

等の業務を行 うともに肝疾患相談センターを設け、患者、キャリア、家族からの相
談等に応じていただくこととしている。

また、平成 21年度からは、肝疾患相談センターに対する補助について、 1都道
府県当たりから1拠点病院当たりの補助としているので、引き続き積極的な活用を
お願いする。

なお、平成 20年 11月 には、国においてもこれら拠点病院を支援する「肝炎情
報センター」を設置し、ホームページによる情報提供、各都道府県肝疾患診療連携
拠点病院間連絡協議会の開催や拠点病院職員に対する研修の実施等、各種の事業に
取 り組んでいるので、各拠点病院との緊密な連携が図られるよう御協力をお願いし
たい。

4.肝炎等肝疾患に係る普及啓発の一層の推進について
肝炎の早期発見・早期治療の促進、肝炎に係る偏見・差別の解消に向けては、肝

疾患についての正しい知識の更なる普及啓発が不可欠である。
各都道府県におかれては、5月 に予定されている肝臓週間における重点的な普及

啓発活動、都道府県ホームページや広報紙を通じたPRな ど、よリー層積極的な取
組をお願いしたい。

また、各都道府県等におかれては、

(1)肝炎ウイルス検査の受診勧奨強化

緊急肝炎ウイルス検査事業の委託医療機関を増力日し、どこでも検査が受け
られるような体制を整備する。

(2)肝炎ウイルス検査や肝炎治療等に係る正しい知識の普及推進
検査により肝炎であることの自覚はあるが、通院していない者への対策と
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して、産業医やかか りつけ医などの身近な医師か ら、治療の必要性を伝える

などの普及啓発形態を工夫する。

(3)通院者に対する、治療に適 した医療機関等の情報提供

肝疾患診療連携拠点病院や肝疾患相談センター、地域医療機関等に関する

情報を提供する。

(4)イ ンターフェロン治療を勧められている者への情報提供

経済的負担が原因で治療を受けていない者に対 しては、医療費助成制度の

存在 を認識できるよう、気がつきやすい広報を工夫 し、多忙又は治療に対す

る不安 などが原因で治療を受けていない者に対 しては、その悩みを解消でき

るよう、事業主等に対 して肝炎治療への配慮を要請する、肝疾患相談センタ

ーにおける広報強化を行 う。

など、各都道府県等の実情に応 じた取組をお願い したい。
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1 肝炎治療促進のための環境整備 152億円 (180億円)

○ 肝炎治療に係る医療費助成の継続実施
・ インターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療を必要とするB型及びC型肝

炎患者がその治療を受けられるよう、引き続き、医療費を助成する。

☆ 適切な治療への連携 (1億円)

・ 肝炎の治療に必要な情報等を記載した手帳の配布や健康管理担当者等が肝炎に
対する知識を習得することで、未治療者等を適切な治療へつなげる。

2 肝炎ウイルス検査の促進 55億円 ( 26億円)

○ 保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
。 検査未受検者の解消を図るため、利便性に配慮 した検査体制を整備する。

※ 緊急肝炎ウイルス検査事業の延長。

O 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施

☆ 個々人のニーズに応 じたサー ビスの提供に向けた新たな取組 (33億円)
。 出張型の検査を行 うことにより、個別の受検機会を提供する。(出前検診 )
。 検診受検に係る自己負担の軽減が可能な個別勧奨メニューを追カロ。

3 健康管理の推進と安全 目安心の肝炎治療の推進、
肝硬変・肝がん患者への対応 7億円 (  8億円)

○ 診療体制の整備の拡充
・ 都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠′点病院」を整備し、

患者、キャリア等からの相談等に対応する体制(相談センター)を整備するとともにt

国が設置した「肝炎情報センター」において、これら拠点病院を支援する。

O 肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施

4 国民に対する正しい知識の普及 2億円 (  2億円)

○ 職場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及
☆ 検査の受検促進などに資する肝炎検査の受検状況等の実態把握 (1億円)

5 研究の推進 21億円 ( 20億円)

○ 肝炎研究7カ 年戦略の推進
・ 「肝炎研究 7カ年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進

する。 (厚生科学課計上分)

☆ 健康長寿社会実現のためのライフ Dイノベーションプロジェク ト(ぅ ち肝炎関連分勁
・ 肝炎感染予防ガイ ドラインの策定等、肝炎総合対策を推進するための基盤に資

する行政的研究を実施する。 (厚生科学課計上分)(5億 円)
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【肝炎対策に係る特別要望枠の概要】

国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業

総額  4,044百 万円

3.544百 万円

☆ 適切な治療への連携
・ 肝炎患者支援手帳の作成・配布

119百 万円

53百万円

肝炎患者等に対して、肝炎の病態・治療方法・肝炎医療に関する制度等を記載 した 「肝

炎患者支援手帳」を配布 し、今後の適切な治療を促進する。 (補助先 :都道府県)

・ 地域肝炎治療コーディネーターの養成 66百万円

市町村の保健師、地域医療機関の看護師や民間企業の健康管理担当者等を対象 として、

検査の受検勧奨方法や要診療者に対する受診勧奨方法、肝炎に関する既存制度の知識につ

いて習得させ、肝炎患者等に対して肝炎治療のコーディネー トができる者を養成する。

(補助先 :都道府県 )

☆ 個 々人のニーズに応 じたサー ビスの提供に向けた新たな取組

3, 324百 万円

・ 特定感染症検査等事業における出張型検診の実施 98百 万円

各地域の医師会等と連携するなど、地域内の要請に応 じて出張型の肝炎ウイルス検診を

実施することにより受検の促進を図るとともに、健康保持に対する支援を行 う。

(補助先 :都道府県、保健所設置市、特別区)

・ 健康増進事業の肝炎ウイルス検診へ個別勧奨メニューを追加 3,226百 万円

市町村が実施 している肝炎ウイルス検診において、40歳以上 5歳刻みの方を対象とし

て、受検に係る自己負担の軽減が可能な個別勧奨メニューを追加 し、未受検者に対する受

検促進の一層の強化を図る (補助先 :市町村 )

☆ 各種施策の充実に向けた取組               100百 万円
。 肝炎検査受検状況実態把握事業

肝炎ウイルス検査のさらなる受検促進等を図るため、年齢や性別等の属性、検査の受

検状況等に関する実態把握を行 う。 (委託費)

健康長寿社会実現のためのライフ ロイノベーションプロジェク ト

難病 口がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業 (う ち肝炎関連分野)

【厚生科学課計上分】500百万円

これまで実施している、新たな治療法の研究や副作用の少ない治療薬の開発などに関する

研究に加え、肝炎総合対策を推進するための基盤に資する行政的研究を実施する。

【研究課題例】

① 差別偏見の解消及び新規感染の発生予防を目的とした肝炎感染予防ガイドライン等策定

のための研究

② 医療従事者に対する効果的な研修プログラム策定に関する研究、等
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肝炎対策 238億 円 (236億円)

【うち国民の安心を守る肝炎対策強化推進事業 (特別枠) 35億円】

(1)肝炎治療促進のための環境整備 152億円
インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療を必要とする肝炎患者がその治

療を受けられるよう、医療費の助成を行う。また、治療対象となる方等に対 して、
早期治療の促進を図る。

・肝炎治療特別促進事業の実施

(補助先)都道府県

(補助率)1/2

0・ 肝炎患者支援手帳事業の実施

151億 円

53百 万円

肝炎患者及び治療が必要となつた方等に対 して、肝炎の病態・治療方法・肝
炎医療に関する制度等を記載 した「肝炎患者支援手帳Jを配布 し、今後の適切な
治療を促進する。

(補助先)都道府県

(補助率)1/2

66百 万円

市町村の保健師、地域医療機関の看護師や民間企業の健康管理担当者等を対
象として、検査の受検勧奨方法や診療を受ける必要がある方に対する受診勧奨方
法、肝炎に関する必要な知識を習得させ、肝炎患者等に対してコーディネー トが
できる者を養成する。

(補助先)都道府県

(補助率)1/2

(2)肝炎ウイルス検査等の促進 55億円
保健所等における利便性に配慮 した検査体制を確保 し、肝炎ウイルス検査等を実

施するとともに、個々人へのアプローチを積極的に行うなど、検査のよリー層の促
進を図る。

(主な事業)

・保健所における肝炎ウイルス検査等の実施 17億円

保健所等において、希望者に対して肝炎ウイルス検査等を実施する。

°・
:出品裏轟魂鶏ご

~デイネーター

0出張型肝炎検査の実施 98百万円 (再掲)

各地域の医師会等と連携するなど、地域内の要請に応 じて出張型の

検査を実施することにより受検の促進を図るとともに、健康保持に対す
る支援を行う。

(補助先)都道府県、保健所設置市、特別区

(補助率)定額 (1/2相 当)

資-3



口健康増進事業における肝炎ウイルス検査等の実施         38億 円

健康増進法に基づき市町村が実施する健康増進事業のうち、肝炎ウイルス

検診等を実施する。

0個別勧奨による検診受検促進 32億円 (再掲 )

40歳以上の 5歳刻みの方を対象として、肝炎ウイルス検査受検に係

る自己負担の軽減が可能な個別勧奨メニューを追加 し、未受検者に対す

る受検促進の一層の強化を図る。

(補助先)都道府県、(間接補助先 :市町村)、 政令指定都市

(補助率)定額 (1/3相当)

(3)健康管理の推進と安全 D安心の肝炎治療の推進、
肝硬変・肝がん患者への対応 7億円

都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院」を整備し、

患者、キャリア等からの相談等に対応する体制 (相談センター)を整備するととも

に、肝炎情報センターにおいて これ ら拠点病院を支援す るほか、患者の視点に

立った支援対策等を推進する。また、医師等に研修を行い治療水準の向上を図る。

(主な事業)

・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会の設置等

(補助先)都道府県、升十行政法人等

(補助率)1/2、 定額 (10/10相 当)

・かか りつけ医等の研修等

(補助先)都道府県、独立行政法人等

(補助率)1/2、 定額 (10/10相 当)

5.9億 円

25百 万円

(4)国民に対する正しい知識の普及と理解 1.8億円
Q&Aや リーフレットの作成、講習会やシンポジウムの開催等により、積極的に

普及啓発を図るとともに、保健所等において肝炎に関する相談受付を実施するほか、

電話・ FAXに よる相談窓口を設けるなど、患者を含む国民に対する情報提供体制

を確保する。また、肝炎ウイルス検査の受検に係る状況を把握し、受検の促進を図

る。

(主な事業)

・都道府県等における検査の受診勧奨等の普及啓発

(補助先)都道府県、保健所設置市、特別区

(補助率)定額 (1/2相 当)

資-4
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・ シンポジウム等による情報提供事業

(補助先)都道府県、保健所設置市、特別区

(補助率)定額 (1/2相 当)

5百万円

・肝炎検査受検状況実態把握事業 1億円

や性別等の属性や、肝炎ウイルス検査のさらなる受検促進を図るため、年齢

検査の受検状況等に関する実態把握を行う。

(5)研究の推進 21億円
「肝炎研究 7カ 年戦略」を踏まえ、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進

する。また、平成 22年 1月 に施行された「肝炎対策基本法」の趣旨を踏まえ、

肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる行政的な研究を推進する。

(主な事業)

・肝炎研究基盤整備事業費

・ 肝炎等克服緊急対策研究経費

35百万円

(※厚生科学課計上)16億 円

肝炎ウイルスの持続感染機構の解明や肝疾患における病態の進展予防及び新規

治療法の開発等を行う、肝炎に関する基礎、臨床、疫学研究等を推進する。

0。健康長ラ枯参琶ラ?た
めのライア‐イノベー

(※ 厚生科学課計上)5億円

平成 22年 1月 に施行された「肝炎対策基本法」の趣旨を踏まえ、新規感染の発

生予防等を目的とした肝炎感染予防ガイ ドライン等策定のための研究、医療従事者

に対する効果的な研修プログラム策定に関する研究等、肝炎対策を総合的に推進す

るための基盤に資する行政的な研究を行う。

資-5



肝炎対策

事 項

平 成 22年 度

予   算   額

平 成 23年 度

予 算 額 (案 )

備 考

肝炎対策の推進

肝炎治療促進のための環

境整備

2.肝炎ウイルス検査の促進

3. 健康管理の推進 と安全・

安心の肝炎治療の推進、

肝硬変・肝がん患者への

対応

国民に対する正 しい知識

の普及と理解

4.

5.研究の促進

百万円

<23,643>
21, 565

<18,007>
18, 007

< 2
2

640>
640

751>
674

214>
208

031>
36

百万円

<23,777>
21, 591

<15,245>
15, 245

< 5
5

472>
472

< 736>
667

< 78>
72

146>
35

感染症対策特別促進事業費 15,126

0肝炎患者支援手帳事業(特別枠)53
0地域肝炎治療コーディネーター養成

事業 (特別枠)

特定感染症検壺等事業費  1.653
0-部特別枠 (再掲)      98

健康増進事業       3,319
0-部 特別枠 (再掲)    3,226

感染症対策特別促進事業費   660
・肝疾患診療連携拠点病院等連絡協

議会の設置等

・かかりつけ医等の研修等

0肝炎総合対策費        12
・都道府県等における検査の受診勧

奨等の普及啓発

肝炎対策推進協議会経費    2

0感 染症対策特別促進事業費   57
・ 都道府県等における検査の受惨鶴

奨等の普及啓発 (自 治体)

0肝炎検査受検状況実態把握事業

(特別枠)         1∞

肝炎研究基盤整備事業費    35
厚生労働科学研究費

0肝 炎等克服緊急対策研究経費 1.611

0健康長寿社会実現のためのライフ・

イノベーションプロジェクト(肝炎分)

5∞

(※厚生科学課計上)

〈  〉は他局計上分を含む

資-6



ロ
ー
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1。 肝炎治療促進のための環境整備     152億 円 (1
0肝炎患者支援手帳事業 【特別枠】
○地域肝炎治療コーディネーター養成事業 【特別枠】

2.肝 炎ウイルス検査の促進         55億 円 (

0特定感染症検査等事業における出張型検診の実施 【特別枠】
○肝炎ウイルス検診への個別勧奨メニューの追加 【特別枠】

3.肝疾患診療体制の整備、医師等に対する研修、 7億円 (

相談体制整備な どの患者支援 等

80億円)

26億円)

8億円)

4.国民に対する正 しい知識の普及啓発

O肝炎検査受検状況実態把握事業 【特別枠】

2億円 ( 2億円)

5.研究の推進               21億 円 ( 20億 円)

O健康長寿社会実現のためのライフイノベーションプロジェタト (肝炎分)【特別枠】



＞
■
＞

賢
―
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H23政府予算案(元気な日本復活特別枠)

国民の安心を守る肝糞対策強化推進事業

電議扉夏西層雪聾寧f駐雷:ふ
豪:illlI‐||||』干炎患煮等支援対策事業|(lB肝炎対策事

二■■|‐■・ ■■●(補助先|:都道府県‐ 神助率:,42と||| |‐ ||||■ ||||
■■ ■■■|‐ |■■|| ||‐ |  |   ||||■ ‐|■ ||‐ ■■|■ ‐ |■ |■■■‐‐||

特定感染症検査等事業におけ|る出張型検i

す,1‐すす.1蓄諭婚す糞潔素
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|‐ |
11■|||||‐ ■■■ ||(補助先|:市町村 1 補助率:1/13)
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暉
ｌ
ｏ

国民の安lbを守る肝炎対策強化推進事業 (平成23年度予算案計上額)

・ 肝炎患者支援手帳の作成・配布 53百万円
肝炎患者等に対して、肝炎の病態・肝炎医療に関する制度等を記載した「肝炎

患者支援手帳」を配布し、今後の適切な治療を促進する。

・ 地l或肝炎治療コーディネーターの賛成 66百万円
市町村の保健師、地域医療機関の看護師等を対象として、検査の受検勧奨方法

や要診療者に対する受診勧奨方法、肝炎に関する既存制度の知識について習得さ
せ、肝炎患者等に対する肝炎治療のコーディネー トができる者を養成する。

0特 定感染症検査等事業における出張型検診の実施 98百 万円
各地域の医師会等と連携するなどにより、出張型の肝炎ウイルス検診を実施す

ることで受検の促進を図るとともに、健康保持に対する支援を行う。

0健 康増進事業の肝炎ウイルス検診へ個別勧奨メニューを追加

39226百 万円
市町村が実施している肝炎ウイルス検診において、40歳以上 5歳刻みの方を

対象として、受検に係る自己負担額の軽減が可能な個別勧奨メニューを追加し、
未受検者に対する受検促進の一層の強化を図る。



平成23年度予算(案)35億円

・検査体制の整備
・検査体制の利便性の向上 等

・診療体制の整備
・経済的負担の軽減 等

個別の働き掛け

―歩踏み込んだ
積極的な取組 /感 染判明後、自覚症状がないた

め受診しないなどの個々の事情に
十分対応できていない

/肝 炎検査の重要性への認識が不十分
/「忙しい」、「時間がない」、「関係ない」

などで検査を受けない

④肝炎患者支援手帳の作成・配布
(0。 5億円)

。全国で47万人分

⑤地域肝炎治療コーディネーターの養成
(0.7億円)

検査後の受診勧奨や治療の相談を実施
・ 全国で約2千人の養成を目指す

①肝炎検診強化(出前検診)(1億円)

各地域の医師会等と連携するなどにより、出
張型の検査も実施できるようにすることで、受
検の利便性の向上を図る

②健康増進事業に個別勧奨メ~・ ―を追加
(32億円)

40歳以上5歳刻みの者に対し、個別勧奨を行
い、■層の受検促進を図る

③肝炎検査受検状況実態把握(1億円)

受検率等の推計に資するため、受検状況の実
態を把握する

0肝炎に関する正しい

知識の普及

/ 早期発見・治療の必

要性について、国民に

十分浸透していない

暉
１
８

受検勧奨を通じて必要性等の周知に取り組む



B型・ C型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療及び
核酸アナログ製剤治療への医療費助成を行う。

闘
―
二

都道府県

B型・c型ウイルス性肝炎患者

対象医療
B型・C型肝炎の根治を目的としたインタニフェロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自己負担
原則 1万円

ただし、上位所得階層については、2万円

国 :地方圭1:1

151億円

302億円



■検査未受診者の解消を図るため、医療機関委託など利便性に配慮し
|た検査体制を整備。

■※ 緊急肝炎ウイルス検査事業の延長

【特】特定感染症等事業における出張型検診の実施  1億円

■都道府県等が、保健所や委託医療機関で実施している肝炎ウイルス検査につ

いて、出張型の検査も実施することで、検査のよリー層の促進を図る。  |

賢
―
恙

【1特】蠣脚襲轟翼塁韓逮傘彙鰹脚腱職基準羅彙攣聾  32.e億賢
|‐

‐40歳以上5歳刻みの者を対象として、受検に係る自己負担の軽減が可能な
個別勧奨メニューを追加し、検査未受検者への受検促進の一層の強化を図る。



椰道府県名 施 設 名 所 在 地

北 海 道

目立大学法人 北海道大学病院 札幌市北区北14彙西5
目立大 学 法 人 旭 川 医科大 学 瘤 院 旭川市縁が丘東2条 1

札幌医科大学付属病院 札幌市中央区南1条西16
青 森 県 目立大学法人 弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53
着 手 県 岩手医科大学附属病院 盛岡市内丸19-1
宮 城 県 日立大学法人 東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1

秋 田 県
目立大学法人 秋田大学医学部附口病院 秋田市広面蓮沼44-2
市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町4-30

山 形 県 日立大学法人 山形大学医学部附E病院 山形市飯田西2-2-2
福 島 県 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 福島市光が丘1番地

茨 城 県
株式会社日立製作所 日立総合病院 日立市城南町二丁目1番 1号

東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央三丁目20番 1号

栃 木 県
自治医科大学附目病院 下野市 薬 師 寺 3311-1

獨協医科大学病院 下都賀都壬生町北小林880
群 属 県 目立大学法人 群属大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15
埼 玉 県 埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛日本郷38
千 葉 県 目立大学法人 千葉大学医学部附E病院 千葉市中央区女鼻1-8-1

神奈川県

横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟n457
聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区昔■2-1-1

北里大学東病院 相模原市麻溝台2-1-1

東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟E143
新 潟 県 目立大学法人新潟大学医歯学総合病院 市中央区旭町通一番町754●地

富 山 県
富山県立中央病院

=山
市西曇日2‐-2-78

市立薔波総合病院 薔姉 新
=町

1-61
石 川 県 目立大学法人 金沢大学附層病院 金 沢市 宝 町 13-1
福 井 県 社会福祉法人思賜財団福井県済生会病院 福井市和田中町臓 -1
山 栞 県 目立大学法人 山梨大学医学部附口病院 中央市下河東1110
長 野 県 日立大学法人 僣州大学医学部晴口癬院 松本市旭3-1-1
崚 阜 県 目立大学法人 崚●‐ 略 H― 崚阜市柳戸1-■

静 障 県
…

犠

…

伊豆の日市長口1129
目立大学法人 浜松医科大学医学部晴属病院 浜松市東区半Ell11-20-1

愛 知 県

目立大学法人 名古屋筆 HH― 名古屋市昭和区-65
名古屋市立大学病院 名

薔田保健衛生大学癬院 豊明市●●

「

田-1-98
彙知医科大学病院 愛知澤長久手町大手岩作宇籠又21

三 二 県 B■
―

人 三菫轟 期 嚇 ヨ
""ヨ

j=相餞2‐-174

滋 賛 彙
目立大学法人 選隻E科大学医学

“

‖E虜碗 大澤市議口月輸町

爆 暢 ■ 宇病院 大津市長等―丁目1-35

京 都 府
日立大学法人 京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖議院川原町54
京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町通広小路口る梶井町465

大 阪 府

関西医科大学附属滝井病院 守口市文■町10番 1勢
近螢大学医学部附Enm 大阪狭山市大野東377-2
目立大学法人 大阪大学饉学菫勝■病院 吹田市山巳巳劉い 5号
大阪市立大学医学部附口病院 大阪市阿倍野区旭町1-5-7
大阪医科大学附属病院 高槻市大学町2番7号

兵 庫 県 兵庫医科大学病院 西富市武庫川町1番1号

秦 良 県 公立大学法人 豪良県立医科大学晴口癖院 橿原市四条町840
和歌山県 独立行政法人日立病院機構 南和歌山医療センター 田辺市たきない町27-1
鳥 取 県 目立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36番地1

島 根 県 日立大学法人 島根大学医学部附属病院 出
=市

塩 治 町 89-1
田 山 県 目立大学法人 口山大学病院 岡山市鹿田町2-5-1

広 島 県
目立大学法人 広島大学病院 広島市南区日1-2-3
福山市民病院 彊 山雨蔵 工町 5-23-1

山 口 県 目立大学法人 山口大学医学部附属病院 宇都 市南 小 串 1-1-1
億 島 県 目立大学法人 億島大学縮院 偲 島市蔵 本 町 2-50-1
書 川 県 書川県立中央病院 高松市番町5-4-16
愛 媛 県 目立大学法人 愛媛大学医学部附口病院 東温市志津川

冨 知 県 目立大学法人 高知大学医学部附属病院 爾国市岡豊町小菫185-1
福 岡 県 久日米大学病院 久 日米市 旭 町 67
佐 賀 県 目立大学法人 佐費大学医学部附E"院 燿 買市 曇 島 5-1-1
長 崎 県 独立行政法人目立病院機構 長崎医療センター 長崎県大村市久原2丁目1001-1
機 本 県 目立大学法人 熊本大学医学部附属痢院 熊本 市本 荘 1-1-1
大 分 彙 目立大学法人 大分大学医学部附■病院 自布市 撲 口 町 医大 ヶ丘 1-1
宮 崎 県 日立大学法人 宮崎大学医学部附En院 富n3rt武町大宇木原52∞■綸
魔児島県 目立大学法人 鷹児

…

E児島市櫂レ丘8-35-1
沖 縄 県 目立大学法人 境球大学医学悌附口中院 中目椰西原町字上原207番地

計 46道府県 66施設

肝疾患診療連携拠点病院一覧
平成23年 1月 1日現在
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肝1炎1対策‐を総合的‐に1策定‐■実施

:‐ 肝炎患者等及びその家族
1又は遺族を代表する者

,,肝炎医療に従事する者
二学識経験のある者

肝炎対策に関し|、 基本理念を定め、    _    |  |‐ ■ ■■■|‐ 1‐

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の賢務を明|らかにし11●|

肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに. ■ ‐|‐■|■

肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進:

肝炎対策
基本指針

●公表

●少なくとも 5年

ごとに検討

→必要に応じ、変更

● 治療水準の向上が図
られるための環境整備

● 患者支援の在り方に
ついて、医療に関する
状況を勘案し、
今後必要に応じ、検討



回 ・ 肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号)に基づき、
・厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針
(肝炎対策基本指針)を策定しなければならない。 (法 9条 1項)

・肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について、定めるものとする。 (法 9条 2項 )

① 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向

② 肝炎の予防のための施策に関する事項

③ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

④ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項

⑤ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項

⑥ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項

⑦ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

③ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項

・厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。 (法 9条 3頂 )

踏
―
ぶ

言FT看醤ξF複霞奮 写「 サ〒:「「

'
遺農を代表する者111■ |.|‐ | ■|
)ある者のうちから1岸1曇1日本車が任命する:


